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�国税庁国税庁国税庁国税庁、「、「、「、「災害災害災害災害にににに関関関関するするするする法人税法人税法人税法人税、、、、消費税及消費税及消費税及消費税及びびびび源泉所得税源泉所得税源泉所得税源泉所得税のののの取扱取扱取扱取扱いいいいFAQFAQFAQFAQ」」」」をををを公表公表公表公表
6月30日、「災害に関する法人税、消費税及び源泉所得税の取扱いFAQ」を公表しました。詳細は、以下のURLを参照下さい。

http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/hojin_shohi_gensenFAQ/index.htm

税務論点

ショート・コメント

取扱いに続き、FAQも公表されました。例えば、災害によって損傷が生じた資産の評価損に係る取扱い等が記載されております。

�テクニカルテクニカルテクニカルテクニカル電子電子電子電子、、、、内部統制報告書内部統制報告書内部統制報告書内部統制報告書においてにおいてにおいてにおいて、、、、平成平成平成平成23232323年年年年3333月期月期月期月期のののの財務報告財務報告財務報告財務報告にににに係係係係るるるる内部統制内部統制内部統制内部統制にににに重要重要重要重要なななな欠陥欠陥欠陥欠陥があるがあるがあるがある旨旨旨旨をををを記載記載記載記載しししし
たことをたことをたことをたことを公表公表公表公表

6月29日、テクニカル電子は、内部統制報告書において、平成23年3月期の財務報告に係る内部統制に重要な欠陥がある旨を記載したことを

公表しました。詳細は以下のURLを参照下さい。 http://www.technical-e.co.jp/pdf/ir/ir20110629_2.pdf

監査論点

ショート・コメント

重要な欠陥は、監査人より相当数の虚偽記載の指摘を受け、それらの虚偽記載が社内の決算・財務報告プロセスにて発見できなかった
ことに起因するものとのことです。

�塩見塩見塩見塩見ホールディングスホールディングスホールディングスホールディングス、、、、過去過去過去過去のののの決算決算決算決算においてにおいてにおいてにおいて、、、、一部一部一部一部のののの会計処理会計処理会計処理会計処理のののの修正修正修正修正をををを要要要要するするするする可能性可能性可能性可能性のあるのあるのあるのある事象事象事象事象がががが判明判明判明判明したことをしたことをしたことをしたことを公表公表公表公表
6月28日、塩見ホールディングスは、過去の決算において、一部の会計処理の修正を要する可能性のある事象が判明したことを公表しました。

詳細は、以下のURLを参照下さい。 http://www.shiomihd.com/pdf/h23062801.pdf

会計論点

ショート・コメント

具体的には、子会社に対するのれんの会計処理とのことです。前会計監査人と、前々会計監査人で意見が異なっていたとのことです。
のれんの計上については、見識が分かれることもありますので、よく監査人と協議した上で計上することが望ましいです。
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